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中間報告（新時代の刑事司法制度特別部会）

第１ 諮問事項（諮問第９２号・平成２３年５月１８日）

近年の刑事手続をめぐる諸事情に鑑み，時代に即した新たな刑事司法制度を

構築するため，取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方の見

直しや，被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入な

ど，刑事の実体法及び手続法の整備の在り方について，御意見を承りたい。

第２ 審議状況

○ 上記諮問に応じ，当部会が設置され，平成２３年６月以降，本年１月２９日ま

での間，合計１９回の会議を開催した。また，この間，国内外の関係機関等の視

察のほか，警察官，弁護士，検察官及び被害者遺族等からのヒアリングを行った。

○ 委員及び幹事は，別紙１記載のとおり。

第３ 審議の中間的な取りまとめ（「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」）

１ 中間的な取りまとめの趣旨

これまでの議論を整理し，今後の検討においての一定の方向性を示すものとし

て，新たな刑事司法制度を構築するに当たっての検討指針及び今後検討するべき

具体的方策を提示したもの。

２ 今後の検討対象とされた具体的方策

○ 取調べへの過度の依存を改め，証拠収集手段を適正化・多様化するための方策

・ 取調べの録音・録画制度

・ 刑の減免制度，協議・合意制度及び刑事免責制度

・ 通信・会話傍受等

・ 被疑者・被告人の身柄拘束の在り方

・ 弁護人による援助の充実化

○ 供述調書への過度の依存を改め，より充実した公判審理を実現するための方策

・ 証拠開示制度

・ 犯罪被害者等及び証人を支援・保護するための方策の拡充

・ 公判廷に顕出される証拠が真正なものであることを担保するための方策等

（司法の機能を妨害する行為への対処）

・ 自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方
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第４ 今後の審議方法

○ 当部会の下に２つの作業分科会を設置し，上記「時代に即した新たな刑事司法

制度の基本構想」に沿って制度設計に関するたたき台等の資料を作成した上で，

それに基づき，当部会において議論・検討を行うという方法により，審議を進め

ることとした。

○ 作業分科会の構成は，別紙２記載のとおり。

○ 最終的な要綱案を取りまとめる具体的な期限は未定。



別紙１

（注）○印は法制審議会委員を示す。

部会長

日 本 た ば こ 産 業 株 式 会 社 顧 問 本 田 勝 彦

委 員

弁 護 士 青 木 和 子

法 務 省 刑 事 局 長 稲 田 伸 夫

東 京 大 学 教 授 井 上 正 仁

最 高 裁 判 所 事 務 総 局 刑 事 局 長 今 崎 幸 彦

専 修 大 学 名 誉 教 授 岩 井 宜 子

公益社団法人被害者支援都民センター理事 大 久 保 恵 美 子

横 浜 地 方 検 察 庁 検 事 正 大 野 宗

東 京 高 等 裁 判 所 判 事 小 川 正 持

弁 護 士 小 野 正 典

明 治 大 学 教 授 ○ 川 端 博

日 本 労 働 組 合 総 連 合 会 副 会 長 神 津 里 季 生

警 視 庁 副 総 監 小 谷 渉

一 橋 大 学 教 授 後 藤 昭

京 都 大 学 教 授 酒 巻 匡

元 警 察 庁 長 官 （ 弁 護 士 ） 佐 藤 英 彦

中 央 大 学 教 授 椎 橋 隆 幸

映 画 監 督 周 防 正 行

警 察 庁 刑 事 局 長 髙 綱 直 良

元 検 事 総 長 （ 弁 護 士 ） 但 木 敬 一

元 福 岡 高 等 裁 判 所 長 官
（ 学 習 院 大 学 客 員 研 究 員 ・ 弁 護 士 ） 龍 岡 資 晃

北 越 紀 州 製 紙 株 式 会 社 取 締 役 松 木 和 道

元日本弁護士連合会会長（弁護士） 宮 﨑 誠

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 村 木 厚 子

元 日 本 経 済 新 聞 社 論 説 委 員 兼 編 集 委 員
( 日 本 司 法 支 援 セ ン タ ー 理 事 ) 安 岡 崇 志

東 京 大 学 教 授 山 口 厚

（平成２５年１月２９日現在）

法制審議会 新時代の刑事司法制度特別部会委員等名簿



別紙１

幹 事

法 務 省 大 臣 官 房 審 議 官 岩 尾 信 行

法 務 省 刑 事 局 刑 事 法 制 管 理 官 上 冨 敏 伸

法 務 省 刑 事 局 参 事 官 上 野 正 史

神 戸 大 学 教 授 宇 藤 崇

東 京 大 学 教 授 川 出 敏 裕

早 稲 田 大 学 教 授 北 川 佳 世 子

法 務 省 刑 事 局 参 事 官 吉 川 崇

弁 護 士 小 坂 井 久

警 察 庁 刑 事 局 刑 事 企 画 課 長 島 根 悟

弁 護 士 神 洋 明

最 高 裁 判 所 事 務 総 局
刑 事 局 第 一 課 長 髙 橋 康 明

警 察 庁 刑 事 局 組 織 犯 罪 対 策 部
暴 力 団 対 策 課 長 露 木 康 浩

内 閣 法 制 局 参 事 官 藤 本 治 彦

法 務 省 刑 事 局 参 事 官 保 坂 和 人

関係官

法 務 省 特 別 顧 問 松 尾 浩 也



作業分科会の構成

第１作業分科会 第２作業分科会

分科会長 井上正仁 川端 博

委員 後藤 昭 酒巻 匡

幹事 川出敏裕 宇藤 崇

小坂井久 神 洋明

島根 悟 髙橋康明

髙橋康明 露木康浩

岩尾信行 上冨敏伸

別紙２


